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１．はじめに

 サブサハラ・アフリカ（以下、アフリカ）

や南アジアの都市と村落で、2000 年以降、

低 学 費 私 立 学 校（Low-Fee/Low-Cost Private 

School）が台頭している 1。背景として、公

立校不足、公立校における教育の質低下や

諸経費徴収の問題、公立校では満たされな

い多様なニーズへの対応等が指摘されてい

る（Heyneman & Stern 2014）。1990 年代終わ

り頃から始まったこのテーマに関する議論

には変遷も見られ、現在は第三フェーズに

あるとされる。第一フェーズは 1990 年代終

わりから 2000 年代初頭にかけて、低学費私

立学校の存在に関する議論であった。その

後 10 年近くは、低所得者層が果たして本当

に就学できているのか、教育の質は担保さ

れているのかなどの議論であった。そして

近年を含むその後の議論は、このような学

校の包摂性に関する制度的位置づけの議論

へと発展している（Härmä 2021）。

　1990 年タイのジョムティエンで開催さ

れた「万人のための教育（Education For All：

EFA）世界会議」では、初等教育課程を無

償化することが国際社会の最重要課題とし

て決議された。これにより、各国で無償化

政策が施行されてきたが、無償化は、就学

者数の急増による学級規模の拡大のみなら

ず、教室、教材、教師不足を招き、中途退

学や留年も惹起した（澤村 2007）。結果的

に教育の質は低下し、この一連の動向が、

一部民間による学校運営の急増を誘引して

いる。もっとも、無償化政策導入以前から

低学費校は存在し、無認可であったことか

ら実態として把握されてこなかったに過ぎ

ない、との報告もある（Tooley et al.2008）。

いずれにしても、公立校が無償化されたに

もかかわらず、低所得者層があえて有償の

学校を選択するその動機と、公教育の役割

について活発な議論が交わされてきた。

　上記問題に対する共通認識は、無償化後

の「低所得者層」による「私立校」の選択

である。積極的な見方を採れば、私立校の

増加は低所得者層の学校選択を可能にした

と言え、消極的な見方を採れば、無償化さ

れた公立校は必ずしも低所得者層のニーズ

に応えていないことになる。問題は、脆弱

な社会階層に対する教育機会の保障と質保

証である。2015 年に国連サミットで決議

された「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）」は、その 4 番目

に教育の課題として「すべての人に包摂的

かつ公正で質の高い教育を確保し、生涯学

習の機会を促進する」と謳っている。しかし、

その包摂性と質保証とは裏腹に、社会階層

の下位に属する脆弱な層は、時に制度から

排除され、政府は彼らに教育サービスの判

断を責任転嫁している（興津ほか 2020）。

　本研究の目的は、ケニアを事例に、政策

から排除されつつも制度からは完全に除外

されない無認可低学費私立学校（以下、無

認可校）に着目し、政府のダブルスタンダー

ドの理由を明らかにし、多様なニーズを支

えるのは誰の役割か再検討することである。

本研究は、必ずしも学習成果創出を明示し

た研究ではなく、また、政府との連携が良
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好な事例でもない。むしろ、政府による無

認可校への表向き態度は辛辣であり、パー

トナーシップの動きは見られない。しかし、

この状況がケニア社会の実情そのものであ

り、複雑に織り成す社会構造が反映されて

いる。学校は装置ではないため、援助額や

投資額の増幅、あるいは制度や政策を導入

すれば期待される成果が自動的に創出され

る明快な構造ではない。ゆえに、実態を丹

念に精査し構造を理解することが、成果導

出の仕組みを知る端緒にも繋がる。

　本稿は以下のように構成されている。第

2 節では無認可校と低学費校について先行

研究を精査する。第 3 節でケニアの現状を

概説し、第 4 節で調査方法について説明す

る。第 5 節は調査結果の提示とし、第 6 節

で考察したのち、最終節でまとめる。

２．低所得者層の教育は誰が保障すべ

きか

　初めに用語の定義をしておきたい。本稿

が対象とする無認可校は、先行研究では低

学費私立学校として広く国内外で議論さ

れ て い る（Tooley & Dixon 2005；Srivastava & 

Walford 2007；Srivastava 2013；小原 2014；Tooley 

2017；興津ほか 2020；Härmä 2021）。低学費校

の研究は 1990 年代終わり頃から始まり、当

時はインフォーマル居住区で自発的に運営

されている無認可校が対象であった。その

後、機能不全とされる公教育に代わる民間

による教育提供が議論される中で、無認可

に限定されない低所得者層を支える私立校

の役割が注目されるようになった。官民連

携（Public-Private Partnership）はこの一例であ

る（例：Aslam & Kingdon 2021）。本稿は無認

可校を分析対象としているが、先行研究レ

ビューは低学費校を中心に概観する。

　低学費校について丁々発止の議論が続く

理由として、公教育の役割と、低所得者層

の教育機会と教育の質保証は誰が担うべき

か、の問いがある。例えば、人権に立脚す

れば、『子どもの権利条約』第 28 条は、初

等教育は義務であり政府が無償で提供する

こと、と謳っている。脆弱な低所得者層の

児童に対する教育サービスを民間に委ね

ることは、社会階層間の格差助長だけで

なく、下位層の排除に繋がる危険性もあ

る（Lewin 2007; Singh 2015）。また、教育経

済学の観点からも、初等教育課程への教育

投資は社会的教育収益率が最も高く、国家

の経済発展には、中・高等教育課程の支援

より初等教育課程を拡充すべきとの研究結

果が示されてきた（Psacharopoulos 1985,1994; 

Psacharopoulos & Woodhall 1985）。周知のとおり、

人的資本論と併せ、これらの考えは初等教

育無償化政策に影響を及ぼしてきた（World 

Bank in collaboration with UNICEF 2009）。1990

年以降、基礎教育拡充は貧困削減の手段と

しても看做され、国際的思潮は分配型福祉

国家を目指す方向になり、初等（基礎）教

育課程の保障は国家の責務とされてきた（山

田 2011）。

　ところが、公教育は必ずしも脆弱な社会

階層に届かず、無償化された教育は質が低

いと数多の研究結果が指摘してきた。低所

得者層があえて有償の学校に就学する理由

はここにある。再度言及すると、次の 3 点

に集約されよう。第一に、公立校不足であ

る（Oketch et al. 2010a; Heyneman & Stern 2014）。

第二に、無償化後の公立校における教育の

質低下と諸経費徴収問題である（Sawamura 

& Sifuna 2008；Akyeampong 2009；Chimonbo 

2009；World Bank in collaboration with UNICEF 

2009; Heyneman & Stern 2014）。第三に、公教

育では満たされない多様なニーズへの対応

が挙げられる。例えば、近距離通学、（早

期）英語教育の導入、学費の分割払い、奨

学金制度、制服着用の義務無し、容易な転

入、無料給食、良好な学校規律、校長や教

員と懇意、宗教的選好、などである（Tooley 

et al. 2008; Tooley et al. 2010; Oketch et al. 2010b；
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Bangay & Latham 2013; Dixson et al. 2013; Ohba 

2013; Heyneman & Stern 2014; Tooley & Yngstrom 

2014; Mousumi & Kusakabe 2017, 2019）。

　新自由主義論者は、既に普及している

民間の学校を活用することが EFA 達成に

寄与すると主張する（Tooley & Dixon 2005；

Tooley 2009；Tooley et al. 2010）。トゥーリーと

ディクソンは『私学教育は貧困層に望まし

い（Private Education is Good for the Poor）』とす

る著作の中で、途上国の都市部インフォー

マル居住区（いわゆるスラム）に存在する

低額の私立校に着目し、学校運営が公立校

以上に効率的であることを見出し（例：児

童一人あたりの教育支出額は公立校より低

額）、学力も公立校より高い傾向にあるこ

とを明らかにした（Tooley & Dixon 2005）。ま

た、これらの学校は公立校より教師の出勤

率・意欲が高く（Tooley et al. 2008; Dixon 2012; 

Tooley & Yngstrom 2014）、学校施設に関しては、

インド、ナイジェリア、ガーナの都市部に

おいて、飲料水、電気、教材へのアクセス

は公立校より整備されていると主張する

（Tooley 2009）。ゆえに、低学費校は低所得者

層の児童に望ましいとする（Tooley & Dixon 

2005; Tooley 2009; Dixon 2012; Tooley & Yngstrom 

2014；Tooley 2017）。

　さらに、近年は「第二波」（Srivastava 

2015）とされるフランチャイズ化した営利

目的の民間による国を跨ぐ脱国家的教育

サービスの提供が、議論に拍車を掛けてい

る（例：ガーナ、リベリアで散見される

Omega Schools や、ケニア、ウガンダ、ナイ

ジェリア、リベリア、インドで展開される

Bridge International Academies: BIA）。この「第

二波」に属する民間団体の一部は、営利目

的であることを明言している（BIA に関し

ては［Kwauk & Robinson 2016］に詳しい）。し

たがって、このような動向に対し、低所得

者層を対象に教育がビジネスの対象になっ

ていること、その背後には世界的巨大企業

による新たな市場開拓の動きが見られるこ

となど批判もある（例：Riep 2014; Junemann 

& Ball 2015）。一方、小原（2021）は、この

ような企業は社会問題をビジネスで解決す

ることを目的としたトランスナショナルな

社会的企業であり、利益により得られた収

入源は低所得者層を対象に質と成果を伴う

教育の実現を目指していることから、利益

追求行為のみに焦点を絞り批判することは

不公平である、と主張する。ウォルフォー

ドは、フランチャイズ化した営利目的の民

間機関は、低所得者層向けに教育を提供す

る組織のごく一部に過ぎず、あたかも大多

数の学校がそうであるかのように議論する

こと自体謬見である、と述べている（Walford 

2015）。

　このように、国家の役割と人権の観点か

ら政府主導による公教育を重要視する論者

と、民間活用を促すことで EFA 達成を唱え

る論者の間には截然たる意見の相違がある。

低所得者層の教育が未だ十全に満たされな

い現況において、誰が彼らの教育機会を確

保し教育の質を保証するのか、この視角と

議論は重要である。

３．ケニアの無認可学校

　2018 年、ケニアの学校教育制度は正式に

改革され、現在は旧制度から新制度移行の

過渡期にある 2。ケニアにおいて無認可校

が数多存在する根拠として、標本調査と学

校調査による小学校総就学率の著しい不一

致が挙げられる。例えば、世帯を対象とし

た 2014 年の人口保健調査は、ナイロビの小

学校総就学率を男子 105.7%、女子 101.2%

としている（KNBS 2014, p.28）。これに対し、

学校調査に基づく教育統計は、2014 年の同

地域における小学校総就学率を男子 84.3%、

女子 83.7% としている (MoEST 2014, p.41)。

つまり、後者は前者より男子で 21.4% ポイ

ント、女子で 17.5% ポイント低い結果になっ

ており、無登録の学校が数多存在すること
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を示唆している。

　無認可校数であるが、教育省は正確な数

を把握していない。なぜならば、これらの

学校は 2011 年までジェンダー・子ども・

社会開発省（以下、社会開発省）に登録さ

れ、ノンフォーマル教育機関として認識さ

れてきたからである（大塲 2011）。その後、

これらの学校は教育省に移管され、新た

に「オルタナティブな基礎的教育と訓練の

提供（Alternative Provision of Basic Education and 

Training: APBET）」を担う学校として位置づ

けられるようになった（通称、APBET 校）。

基本的には、正規の学校教育カリキュラム

との擦り合わせにより、幅広い年齢層の多

様な学習ニーズに応えるカリキュラム内容

になっているが、正規校には位置づけられ

ていない。ゆえに、殆どの学校は、従来通

り正規校の教科書やカリキュラムに則り教

育を提供している。彼らがそのようにする

理由は、児童は無認可校在籍でも、小学校

修了試験の受験資格が得られ、小学校修了

認定証を取得できるだけでなく、正規中等

学校への進学も可能であることによる。し

たがって「無認可」の状態は児童や保護者

にとってさして重要ではない 3。

　2011 年以降、これらの学校は教育省の管

轄になったが、登録先は従来通り前省の担

当とされてきた（大塲 2011）。2015 年、教

育省はようやく登録ガイドラインを作成し、

これらの学校を新たに教育省の下で APBET

校として再登録する手筈を整えた（MoEST 

2015）。ガイドラインには、例えば登録時に

教員の３割は有資格であること、登録から

3 年以内に全教員有資格になること、教師

対児童の比率は 1:55 を超過しないこと、児

童 30 名にトイレ１つを設置すること、土地

所有権を有するか借地証に最低 8 年の契約

期間を含むこと（小学校課程 8 年 4）など

が記載されている（同出典）。その他の要

件も含め、条件を満たし登録料を支払えば

APBET 校として正式に学校運営許可が降り

る筈であった。

　ところが、2017 年、教育省は学校登録制

度の見直しを行い、正規校として認可する

学校形態は公立校か私立校のいずれかカテ

ゴリーのみとして、APBET 校のカテゴリー

を突如反故にしたのである。なぜ突然方針

転換を図ったのか、その詳細を記す政府の

公式見解や文書は開示されていない 5。い

ずれにしても、突然の反故により、これら

の学校は現在でも、旧省によるノンフォー

マル校として発行された認可証が唯一の学

校運営許可証になっている。つまり、教育

省は認可証を発行していないため「不承認」

の立場を堅持している 6。

　この学校数であるが、近年は民間による

大規模調査も実施されており、全容の把握

には至らないものの、一部の地域では概

数の確認がされている（Open Schools Kenya 

website）。それによると、東アフリカ最大の

インフォーマル居住区とされる首都ナイロ

ビのキベラには、2021 年 4 月末時点で小学

校 159 校に 38,944 名の児童が在籍し、本研

究の調査対象地区のマザレには、120 校に

20,302 名の児童が就学している（同ウェブ

サイト）。政府による統計が皆無の中、民間

によるデータ公表は実態を把握する上でも

重要である。むろん、このデータにも問題

はある。例えば、データ収集が数年前の場

合が多く、統計から漏れている学校も散見

される。さらに、登録のみでデータの無い

学校など、各校を詳細に確認するとデータ

の不備が見られる。このような課題はある

が、ケニアでは、首都ナイロビのインフォー

マル居住区３地区の 378 校で、78,296 名の

児童が就学していることになる。ナイロビ

だけでもインフォーマル居住区は 10 カ所以

上あり、したがって、10 万人を超す児童が

就学しているものと推測できる。
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４．調査概要

　調査は、ナイロビの中心街から東に車

で 10 分ほどのマザレ地区で実施した。マ

ザレは 1920 年代以降漸次人が居住するよ

うになった地域であり、独立後の 1969 年

にはすでに 3 万人の居住者がいたとされる

（Muungano Support Trust et al. 2011）。職を求め

て地方から首都へ人口が流入し、法整備が

間に合わない中、民間による家屋の建設・

賃貸が行われ、結果的に制御不能な数にま

で増加した（同出典）。2009 年における同

地区の人口は 193,416 人と推定されている

(Nairobi City County 2014)。

　現地調査は 2018 年 8 月、2019 年 2 月、

2020 年 2 月に合計 4 週間実施した。調査対

象校は同地区にある無認可校 20 校と、隣接

する公立小学校 1 校の計 21 校である。公

立校は無認可校との比較のため調査対象に

含めた。無認可校の選定には同地区で無認

可校の代表を務める方の協力を得て、地域

的偏りが出ないよう配慮し、その上で調査

協力の得られた学校を選出している。調査

手法として、学校基礎データの収集には調

査用紙を用いて学校創設年、創設者、登録

年、現在の所有者、児童・教員数、教員資

格、初等教育修了試験結果（2018 年）、学費、

賃貸料など尋ねた。その後、マネージャー

または学校長（不在時は副校長）に対し、

学校設立の経緯、保護者からの要望と対応

状況、政府との関係性、運営上の課題など

に関して聞き取り調査を行なった。聞き取

りの際、録音の承諾が得られた場合のみ録

音し、それ以外は丁寧にメモを取った。数

校で授業見学が許可されたため参観した。

５．調査結果

5.1. 供給側の視角①－無認可校登録による

政府のダブルスタンダード－

　表 1 は調査対象校の概要である。公立校

を除く全ての学校は設立時またはその後に

ノンフォーマル教育機関として登録してい

る。学校創設者に関しては興味深い結果が

得られた。例えばキベラの場合、76 校を調

査した先行研究結果によると、最も多い創

設者は地域住民グループ（38%）であり、次

いで個人事業主（30%）、宗教団体（26%）と

続き（Tooley et al.2008）、「教員」は見ら

れなかった。ただし、地域住民や個人事業

主に「教員」が含まれていた可能性は十分

考えられる。マザレ地区では教員（12 校、

全体の 60%）の関わりが最も多かった。例

えば 2014 年創設の学校（No.9）は、周囲

に学校が乱立する中で開校している。校舎

は土塀にトタン屋根で、元々住居用賃貸物

件を多少修繕した程度の校舎である。決し

て学習環境が整備されているとは言えない

（例：暗く狭い教室、限られたトイレの数、

長屋の校舎は民家と隣接、敷地の塀無しな

ど）。それでも調査時には 310 名の児童が在

籍していた。開校に至った経緯を同校のマ

ネージャーに尋ねた。

私はこの地区で育ち学校教育を受けて

きました。学校に通う時、いつも不就

学の子どもたちを多く見てきました。

（中略）この地区の子どもたちを支援し

たいと強く思っていました。教員とし

て他の地域で採用されましたが、2013

年にここで学校を創設する決心をしま

した。（No.9, マネージャー）

　

上記より、不就学児童の存在と同地域で生

まれ育ったことによる地域への恩返しが、

学校創設の根底にあると理解できる。別の

学校長（No.19）にも学校開設の意図と経緯

を尋ねた。元々社会福祉士として同地域で

困窮家庭を支援する活動の中で、不就学児

の状況が目にあまり、黙過できずに知人（教

師）と学校を設立するに至ったという。聞

き取りからは、同地域で不就学児童が散見
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されてきたことが示唆されるが、地域毎の

就学統計は公表されていないため、実際ど

の程度不就学児童が存在していたのか不明

である。設立に関して、公立校は 1973 年

と歴史があるのに対し、無認可校は 4 校が

1990 年代、残り 16 校は 2000 年以降に開校

した比較的新しい学校である。つまり、マ

ザレ地区で無認可校が増加したのは 2000

年以降と推測できる。調査校全体の 60% は

2003 年の小学校無償化後に開設されてい

る。

　興味深いのは、教育省の教育情報管理

シ ス テ ム（Education Management Information 

System：EMIS）のデータである。表が示すよ

うに、EMIS に登録している学校は 20 校中

13 校（65%）もあった。EMIS の登録はオン

ライン上で可能であり、登録が完了すると

学校識別コード（4 桁の英数字）が付与さ

れる。EMIS 登録済みの学校が果たして本当

にデータに反映されているのか、教育省か

ら EMISに関する一部のデータを入手し照合

したところ、確かに反映されていた。しか

し、学校種別はいずれも「私立校」であった。

この点については考察で論じたい。国家初

等教育修了試験（Kenya Certifi cate of Primary 

Education: KCPE）会場校については、20 校

中 9校（45%）が会場になっていた。つまり、

これらの学校は各地域を所管する教育事務

所の監査を経て、試験会場としての条件（教

室の広さ、衛生施設など）を満たしている

学校と承認されたことを意味する。このう

ち 4 校（No.1,4,7,13）は EMIS に登録され

ており、5 校は未登録である。何が根拠と

なり学校の位置づけが決まっているのか、

本調査からは判別できていない。

　第 3 節で詳述したように、政府はこれら

の学校を正式に認可していない。政府が

APBET 校としての認可・登録を突如反故に

したことについて、あるマネジャーは政府

の対応を非難し、憤慨していた。他方、政

府が認可に慎重な理由も理解できる。2019

年 9 月、児童 800 人以上が就学する別のイ

ンフォーマル居住区の学校で、２階建て校

舎が倒壊し、児童 7 名が死亡、64 名が病

院に搬送される大惨事が発生した（Speare-

Cole, 23rd September 2019）。原因は脆弱

な校舎の造りであり、近隣住民は以前から

懸念を示していたという。直後に政府はイ

ンフォーマル居住区の学校を一斉調査し、

これにより閉校に追い遣られた学校も複数

存在する。マザレ地区も例外ではなかった

が、調査対象校は全て閉校の危機を免れた。

2020 年の調査で、ある学校長は行政官が視

察に来た際のことを次のように語った。

昨年、多くの学校は政府により強制的

閉校に追い遣られました。しかし、本

校は支援を必要とする児童を対象とし

ていたことから、重要な学校として存

続が承認されたのです。行政官はどの

ようなサービスの提供を行っているか

調査しました。そして、仮に本校が閉

校したら、居住場所や食事の機会を失

う児童が続出するとして、学校を継続

するようわれわれに助言したのです。

（No.8, 学校長）

校長室には行政官が来た際の写真が飾られ

ていた。興味深いことは、政府の公然たる

ダブルスタンダードである。同校は完全校

でありながら教員数は不足しており、有資

格教員の割合もわずか 14% である。にもか

かわらず、行政官は学校継続を助言してい

る。実際、閉校に追い遣られた学校以上に

多くの学校は存続している。同校の場合、

「居住場所」や「食事の提供」が示すよう

に、簡素な寮が校舎の一角に併設されてお

り、10 名程の児童が寮生活を送っていた。

寮生がいることもあり、同校では夕食を一

部困窮家庭の児童に無料提供していた。さ

らに、教会の善意で古着を譲り受け児童に

配布するなど、衣食住の提供を行っていた。
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以上のことは、同校が地域住民の基本的ニー

ズに応えるため必要な支援を行っているこ

とを示し、政府はそれを了知しているため

閉校にはできないことを意味する。つまり、

表向きは認可基準を盾に閉校の危機を権力

で煽りつつ、裏では柔軟な姿勢を示すこと

で黙過（＝放任）するというダブルスタン

ダードを採っている。

5.2. 供給側の視角②－無資格教員の安価な

給与に支えられた学校運営・経営構造－

　表が示すように、教師数と教員免許取得

率には課題が見られるが、これには経営上

の理由がある。完全校（No.17 以外）にお

いて最低 8 名の教員は必要になるが（複数

学級の学校はそれ以上）、8 名未満の学校が

2 校存在している（No.1,8）。例えば、No.1

の学校は 3 年生から 8 年生まで各学年在籍

児童数は 20 名以下であり、7 年生に至って

は 8 名のみであった。No.8 の学校は 8 年生

の 15 名が最少で、3 年生の 25 名が最多の

学校である。このような学校は一人の教師

が複数の学年を同時に担当している。財政

基盤が脆弱な学校は、教員数を調整するこ

とでしか存続できないジレンマを抱えてい

る。多くの学校では人件費を抑制するため、

無資格または不完全資格の教員を採用し、

給与を低額に抑える策を講じている。

　表が示すように、学校全体の教員免許取

得率は 0%（No.17）から 90% (No.4) まで幅

があり、有資格教員が半数未満の学校は全

体の 35% に上った（No.1,2,5,8,10,13,17）。

つまり、全体の 3 校に 1 校は教員の半数以

上が中等学校卒または就学前教育の有資格

教員であり、逆に言えば、小学校教員免許

未取得である。例えば、先の学校（No.8）

であるが、就学前教育の教員を合わせても

学校全体の教員数は 8 名で、うち 6 名は最

終学歴が中等学校卒である。無認可校はそ

の学校形態と立地場所から教員給与は低額

であり、一般的に月給は70～80ドルである。

これは、公立小学校教員の最低月給 200 ド

ル前後と比較すると、1/3 程度である。そ

れでも勤務する理由として、有資格でも採

用口がすぐに見つからないこと、少額でも

収入が得られること、高等教育課程に在籍

中で学費を稼ぐ必要があること、地域貢献

などが含まれる。

　ここで学校経営状況を 3 校の事例から検

証する。上記 No.8 を事例に学校の収入・

支出を検証すると、同校の小学校課程には

154 名の児童が、就学前教育には 39 名の児

童が在籍し、総在籍児童数は 193 名である。

学費は教育課程や学年に関係なく一律月 3

ドルであった。全児童が規定額を期日内に

納めることはまずない。多くは滞納を繰り

返している。ここでは仮に全児童 193 名が

3 ドルを納めたと仮定しよう。その月の学

校収入は単純計算で 579 ドルになり、教員

8 名で割ると一人あたり月額 72 ドルの給与

になる。しかし、そもそも賃料が月額 600

ドル発生しており、学校総収入額を超過し

ている。加えて、この他にも飲料水、光熱費、

給食の材料費、調理スタッフ雇用経費、他

校の運動場使用料などの支出が発生してい

る。ゆえに、採算が全く合わない。つまり、

同校の場合は教会による財政支援があるも

のと示唆される（でなければ経営は成立し

ないが、その情報は得られていない）。

　上記の学校のように、20 校中 12 校（60%）

の校舎は賃貸物件であった。驚くのは賃貸

料である。就学者数の規模にもよるが、月

額1,500ドル（No.12）の学校もある。そこで、

当該校の学校経営状況を分析してみる。同

校の小学校在籍児童数は 239 名、就学前教

育課程は 81 名で、学校全体の総在籍児童数

は 320 名である。上記 No.8 と同様に、同校

も教育課程や学年に関係なく学費は一律月

10 ドルであった。仮に全児童が納入したと

仮定し単純計算すると、毎月の学校収入は

3,200ドルになる。このうち、賃貸料が1,500

ドルであるため、残額は 1,700 ドルになる。
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全教員数は 21 名であることから、単純計算

すると教員一人あたりの月給は 80.9 ドルに

なる。しかし、前述した通り、学校運営諸

経費が発生しているため、実際には 80 ドル

を優に下回る。しかも「仮に全児童が納入

したと仮定して」の条件付きで算出してい

るが、上述したように、実際は滞納が常態

化している。ゆえに、当該校の平均教員給

与はかなり低額と推測され、何らかの財政

支援を受けているか、教員への給与支払い

が滞納していると示唆される。実際、給与

支払いの滞納は珍しくなく、ゆえに離職す

る教員も後を絶たない。

　学年により学費納入額の異なる別の学校

（No.20）も分析してみる。同校は、小学校

課程の在籍児童数は 206 名（1-3 年 81 名、

4-8 年 125 名）、就学前教育は 81 名、総在

籍児童数は 287 名である。学費は就学前が

月8.3ドル、1年生から3年生は月9.3ドル、

4 年生から 8 年生が月 10 ドルである。仮に

全児童が納入したと仮定して、単純計算す

ると月の学校収入は 2,675.6 ドルになる。

このうち賃貸料は 600 ドルであるため、残

額は 2,075.6 ドルになる。全教員数は 12 名

であることから、単純計算すると教員一人

あたり 179.2 ドルになる。しかし実際は学

校運営諸経費が毎月発生しているため、こ

の額を優に下回る。実際は滞納している児

童も多いことを鑑みれば、残額は一層少な

いことが推察されるが、少なくともこの学

校の場合は、綱渡り状態であっても運営は

維持できることを示唆している。

　以上の事例から分かることは、無資格ま

たは不完全資格の教員を雇用し、一人が複

数学級を担当するなど人件費を安く抑える

ことで、財政基盤は脆弱であっても学校経

営を何とか成立させている。しかし、現実

には安月給や度重なる給与未払いから教員

の離職率は高く（同様の指摘は [ 興津ほか

2020] でも見られる）、ゆえに安定した雇用

には繋がっていない。

5.3. 需要側の視角－「何を学ぶか」から「ど

こで学ぶか」へ

　第 2 節の先行研究では、公立校の質低下

に伴い私立校の需要が高まっていることを

示した。興味深いことに、ケニアのイン

フォーマル居住区周辺の公立校では、高学

年で就学者数の増加が見られる。一方、無

認可校では高学年になるにつれ在籍児童数

は減少傾向を示している。下記の図 1 は、

調査対象の無認可 20 校と公立１校の総就学

者数を、就学前教育課程も含め学年毎に表

している。無認可校では学校開設時に就学

前教育から始める学校が殆どであるが、そ

の理由は、幼小一体型にすることで安定し

た在籍児童数を確保する狙いがある。

　さて、図 1 が示すように、無認可校の総

就学児童数は就学前教育の PPI（Pre-Primary I）

が最多で、学年が進行するにつれ漸次児童

数は減少し、特に小学校 5 年生以降大幅な

減少傾向が見られる。一方公立校は、就学

前教育から小学校 6 年まで児童数は増加傾

向にあり、（旧制度の）最終 8 年生で若干の

減少は見られるものの、その推移は無認可

校と対照的である。同様の傾向はキベラで

の調査でも見られる（Ohba 2013）。無認可

校において就学前教育の就学者数が多い一

要因は、通学距離にある。低学年の児童に

とってインフォーマル居住区は必ずしも安

全・安心な環境ではなく、したがって保護

者も近隣校を就学先に選好する傾向が見ら

れる（大塲 2015）。では、なぜ公立校の高

学年で児童数は増加するのだろうか。

　ケニアの学校教育は社会階層の反映でも

あり、万人のための教育を標榜しつつ、実

際は熾烈な受験競争によるピラミッド型の

構造になっている（新カリキュラムはこの

問題に対処する意図が大きい）。つまり、富

裕層の子弟は名門私立小学校卒業後、全寮

制の名門国立中等学校に進学し、その後

一流の国立大学に進学するルートが出来

上がっている（Oketch & Somerset 2010；小川



図 1：無認可 20 校と公立校の学年別総在籍児童数の比較

( 出所）2019 年フィールド調査。
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2020）。例えば、2016 年に小学校修了試験を

受験した 790,680 名のうち、私立中等学校

へ進学した者は全体の 9.2% で、残りは公立

校へ進学している（Wanzala 2016）。初等教

育課程と中等教育課程における学校種別の

人気は逆であり、私立校は前者で、公立校

は後者で定評がある。しかし、その公立校

は序列化されており、大きく 4 つの区分に

分類される（国立、特別県立、県立、市立）。

国立校は現在 103 校あるが、その中でも伝

統校と称される学校は 18 校あり、この学校

への入学希望が熾烈を極めている。国立校

の在籍枠は最少である一方、下位層である

市立校の在籍枠は最多の半数以上を占める。

前者は全寮制の学校が多く施設も後者と比

較にならない充実ぶりである。その各区分

に対する 2017 年入学者数の割合は、国立

（3.1%）、特別県立（8.2%）、県立（16.9%）、

市立（62.2%）になっている（同出典）。一

流大学に進学するためには国立の全寮制名

門中等学校に入学することが必定とされ、

したがって小学校から受験競争が始まって

いる。

　問題は、上記名門中等学校に入学する生

徒の多くが、私立のエリート小学校出身者

で占有されてきたことである。このことは、

社会階層による上位校の独占と公共財の分

配の観点からケニア国内で問題視されてき

た。これを是正するためにかつて導入され

たのが割当て制度である。割当て制度は、

選抜過程において入学者数を出身学校種別

（公立／私立）に基づき意図的に制限するも

のである。これにより、公立校の児童は優

遇され、私立校出身の受験生が高得点を収

めても、上位校には入学できない状況が発

生していた。これに対し、私学団体は公平

性を欠く制度として抗議し、その後撤廃さ

れた。現在は学校種別ではなく地域間の格

差解消を重視し、すべてのカウンティから

国立中等学校への入学者がいるよう、積極

的優遇措置（アファーマティブ・アクション）

制度が導入されている。しかし、以前の割

当て制度が現在も適用されていると信じる

保護者は少なくなく、ゆえに図 1 のような

結果に至っている。あるマネージャーは次

のように説明してくれた。

児童の多くは 7 年生になると公立小学

校に転校します。これは以前政府が導

入していた割当て制度に拠るもので、
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保護者は、公立校で受験した方が名門

中等学校への進学に有利と考えます。

したがって 7 年生になると転校する児

童が多いのです。でも割当て制度は今

では撤廃され、選抜は公平に実施され

ています。それでも保護者は今でも割

当て制度を恐れ、子どもを公立校へ転

校させるのです。昨年、本校でも 6 名

の児童が近隣の公立小に転校しました。

転校する児童は大抵成績上位の優秀な

児童です。（No.9, マネージャー）

既に学校種別（公立／私立）による割当て

制度は撤廃されている。にもかかわらず、

今でもこの影響は保護者の心理に大きな影

響をもたらしている。新カリキュラムは、

小学校 6 年を修了した時点で学習定着度を

測定するアセスメント方式を導入し、前期

中等学校への進学を自動進級にしている。

この教育改革が果たしてどの程度階層化さ

れてきた学校教育制度の構造を緩和するの

か、今後注視する必要がある。

６．考察

　なぜケニアの無認可校は政策から排除さ

れつつも制度からは完全に除外されないの

か、本研究は政府によるダブルスタンダー

ドの理由の解明に挑んだ。第 5 節で学校調

査結果が明らかにしたように、無認可校に

は一定数の需要がある。調査対象 20 校の総

就学者数は 4,825 名であり、同地区に数万

人規模の就学者がいることは厳然たる事実

である。5.1 節で提示したように、政府が

ダブルスタンダードを採る理由は、一方で

は、公教育が必ずしも低所得者層の受容と

ニーズに応えられず、公立校で対応できる

キャパシティに限度があるためである。他

方、容易に認可できない理由として、認可

条件の緩和による教育の質低下（人材面や

建物等のハード面を含む学習環境）の懸念

がある。多数のインフォーマル居住区で既

に数多の無認可校と就学者数は存在し、む

やみに強制閉校できないが、さりとて全て

を認可することもできない、そのような状

況の中でダブルスタンダードを採りながら

結果的には黙過（＝放置）していると言える。

　しかし、地域住民による学校教育提供を

甘受し、低所得者層の教育機会の保障を脆

弱な社会階層に委ねることは問題であろう。

なぜなら、5.2 節で分析結果が示したよう

に、学校運営と経営がかろうじて維持でき

ているのは、廉価な給与で雇用されている

教員がいるからである。学校側の財政基盤

は決して磐石ではない。ゆえに人件費を抑

えるため無資格あるいは不完全資格の教師

を雇用したり、一人に複数学級の兼任をお

願いするなど工夫することで運営を維持し

ている。つまり、無認可校は潤沢な利益を

生み出しながら安定した学校経営をしてい

るのではなく、常に綱渡り状態であること

を本研究結果は明示した。ウォルフォード

が指摘するように、営利目的の財源が安定

している低学費校の存在は、ごく一部に過

ぎないと言えるのではないだろうか（Walford 

2015）。少なくとも、本研究の対象校は、地

域住民による地元のニーズに応えるための

学校であり、わずかな資金と資源による、

必ずしも見返りを求めない安価な教員給与

と相互扶助に支えられた学校運営構造に

なっている。低学費校を一括りに把らえ持

続可能と論じてしまうことは、現況を誤っ

た認識に導く。

　また、調査結果からは、3校中 2校（65%）

は教育省の統計に「私立校」として反映さ

れていたことが判明した。このことは 2 つ

の新たな理解をもたらす。一つ目は、イン

フォーマル居住区の無認可校も一部 EMIS の

統計に含まれていることである。二つ目は、

認可校と無認可校の混在が、どのような「私

立校」であるかを却って不明瞭にしている

ことである。例えば、2016 年の EMIS によ
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ると、ナイロビ全体の小学校数は公立 216

校、私立 1,295 校と記されているが（MoE 

2016, p.29）、この私立校の中にはインフォー

マル居住区の学校も含まれていることにな

る。地域により私立校に占める無認可校の

割合には多寡があると推測でき、ゆえにど

のような「私立校」なのか、実態の把握は

一層難しくなっていると言っても過言では

ない。

　最後に、学校教育で重要なことは「何を

どのように学ぶのか」といった視点であろ

う。しかし、序列化された学校教育は、い

つしか「何を学ぶ」から「どこで学ぶ」か

に関心が移行し、学ぶ目的は希薄となり、

社会階層の上位に移動する手段としての学

校教育制度にすり替わっていると言える。

これも近代学校教育制度が生み出した教育

の階層化に拠るものであり、熾烈な受験競

争の弊害でもある。第 2 節では、公立校は

機能不全として私立校に脚光が集まってい

ることを示したが、ケニアのインフォーマ

ル居住区では、あえて公立校へ転校する児

童が小学校高学年で多いことを明示した。

社会階層の低位に位置する脆弱な層ほど政

府が示す政策に翻弄されやすい。誰が彼ら

の教育機会を確保し質の高い教育を保証す

るのか、目的と手段が無意識のうちに入れ

替わるようなことのない教育制度と政策が

必要である。

７．おわりに

　本稿は、ケニアの無認可校の実態につい

て、政策から排除されつつも制度からは完

全に除外されないその理由を、政府のダブ

ルスタンダードとともに検証してきた。就

学者数が増加し、異なるニーズに対応する

ことが求められている現代の学校教育にお

いて、公教育のみで十全に応えることが難

しいのは証左の通りである。ゆえに、地域

住民による学校運営実践が必要とされてき

た。にもかかわらず、その学校を不承認と

して黙過し、最も教育を必要とする下位層

の教育提供を脆弱な社会階層に委ねる政府

の姿勢には、問題がある。誰が社会階層の

低位に属する脆弱な人びとの教育的ニーズ

を保障するのか、政府だけでなく地域住民

を含む民間の支援が必要であることは論を

俟たない。ただ、その民間（特に地域住民）

は磐石な運営・経営状況にはなく、綱渡り

状態であることを本稿は論じてきた。

　普遍化された学校教育ではあるが、条件

を満たさない学校を制度外に位置づけるこ

とが果たして適当なのか、再考が求められ

ている。ケニアではコミュニティが古より

重視されてきたことを鑑みれば、政府は「私

立校」の概念を堅持するよりも、いかに包

摂できるのかをケニアの文脈に沿って模索

してもよいのではないだろうか。新カリキュ

ラム導入後、インフォーマル居住区の学校

は制度外に置かれ、ここ数年、彼らを取り

巻く状況は前進どころか後退している。新

自由主義論者には賛同できないが、一方で、

このような学校を制度外に放置し続ける政

府の怠慢な姿勢は非難に値する。制度や政

策の規定に学校を統合させるのではなく、

既存の学校に対しいかに制度や政策が柔軟

に対応できるか、あるいは、いかなる政策

が共生社会の実現に至るのか、その姿勢が

政府には求められている。無認可校は永ら

く政府から放置されてきた。EFA や SDGs4

を求めるのであるならば、間断なき対話と

解決策への模索が政府には求められている。

　本研究は、脱文脈化による政策提言の問

題点も示した。学校には必ずしも成績の向

上だけが求められているわけではない。そ

れ以前に、衣食住を含む多様なニーズへの

対応も求められている。似た現象が途上国

の至る所で発生していても、解決策をモデ

ル化し提案することは乱暴であろう。それ

ぞれの社会文化的文脈に沿った解決策が求

められているのは自明であり、公教育が機
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能不全だからと言って容易く民間に委ねる

姿勢は必ずしも解決には至らない。どの社

会にも地域住民により積み上げられてきた

歴史がある。どのように既存の学校を活か

すことができるかを模索することこそが重

要であり、外部による新たな学校の建設と

システムの導入は、結局のところ、奮闘し

ながら地元のニーズに応える地域住民に支

えられた学校が抱える問題の解決策には至

らない。
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注

1 低学費校推進論者として著名なジェームス・

トゥーリー（James Tooley）氏は、low-fee では

なく low-cost の表記を一貫して使用している。

その理由として、学費（fee）だけでなく、学

校運営諸経費（cost）全体が低額の学校である

点を強調している。

2 これまで慣れ親しんだ 8（初等）－ 4（中等）

－ 4（高等）教育制度は 1985 年に導入された

制度である。2018 年、政府は新カリキュラム

導入に伴う新制度［2（就学前）－ 6（初等）

－ 3（前期中等）－ 3（後期中等）－ 3（高等）］

を正式に導入した。ただし、一部地域では試

験的に 2017 年より導入されていた。新制度は、

就学前教育から後期中等教育までの 14 年間を

基礎教育課程（basic education）と位置づけて

いる (Republic of Kenya 2017)。義務教育は小

学校と中等学校の計 12 年間である (Republic 

of Kenya 2013: No.30)。初等教育以上が中央政

府の管轄であるのに対し、就学前教育は設置か

ら運営までカウンティ（日本の県に相当）政府

の管轄になっている。就学前教育は無償化され

ておらず、運営主体も異なることがこの課程が

完全普及していない要因であろう。新カリキュ

ラムは、今日の世界的思潮であるコンピテン

シーを育む内容になっている。2018 年に就学

前から小学校 3 年生まで一斉導入され、その

後、年次進行により旧制度が新制度に置換され

ることで、2027 年に完全移行の予定であった。

しかし、COVID-19 による全土学校封鎖の煽り

を受け学期が後送りになったため、現在遅延し

て進行している。2021 年 12 月時点で小学校 5

年生までが新カリキュラムを施行している。

3 学校側にとって認可は重要である。無認可は違

法状態に匹敵するため、例えば実際ナイロビの

キベラで起こったように、政府は道路拡張工事

の名の下に、無認可校を強制的に取り壊すこと

ができてしまう（Okinda, July 2018）。ゆえに、

学校側は現状維持のまま認可されることを望

んでいる。

4 当時は旧制度の下でガイドラインが作成され

ている。

5 現地調査時の仄聞では、法に準拠しての判断と

のことであった。しかし、仮に法を論拠とする

ならば、ガイドライン作成時に問題提起できた

筈である。穿った見方ではあるが、2018 年に

導入が決まっていた新制度には、これらの学校

に対する記載は一切ないため、新制度を考慮し

ての対応と見えなくもない。現地調査時に何度

か教育省の担当局長を訪ねたものの、その都度

インタビューは反故にされ、直に尋ねることは

できなかった。
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6 2018 年に新カリキュラムが導入されると、そ

れまで基礎教育局内に設置されていた無認可

校対応のオフィスは教育省外の建物に移転と

なり、永年担当してきた専属行政官も交代し

た。この出来事は、教育省による無認可校への

対応が一層消極的になったことを象徴してい

る。他方で、新カリキュラムの教科書は、援助

機関の支援もあり、一定数無料配布されてい

た。
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